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第１章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画策定の背景及び目的 

第１節 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画策定に至る背景と経緯 

１ 処理計画策定の背景 

  ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）は、絶縁性、不燃性に優れており、

変圧器、コンデンサー用の絶縁油、感圧複写紙等幅広い用途で使用されてきました。 

  しかし、昭和４３年、カネミ油症事件の発生等をきっかけに、その毒性が社会問題 

化したことから、我が国では昭和４７年以降その製造が行われず、使用を終えたもの 

は廃棄物としてその保管が義務付けられています。 

  ＰＣＢ廃棄物の処理については、昭和６２年から平成元年にかけて一部の製造者に 

おいて高温焼却法により国内初の処理が行われ、その後、全国各地で広域処理の検討 

がなされましたが、焼却処理に伴う排ガス等に対する懸念等から処理施設周辺の住民 

の理解が十分に得られず、処理体制の整備が停滞し、３０年以上にわたる長期の保管

が続いていました。そのため、ＰＣＢ廃棄物の紛失等に伴う環境汚染の進行が懸念さ

れていました。 

  世界的にも、ＰＣＢを全く使用していない地域（北極圏）での環境汚染が判明した

ことなどを契機に、平成１３年５月に「残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）に関するス

トックホルム条約（以下「ＰＯＰｓ条約」という。）」が採択され、国際的な規制の

取組が始まりました。 

この条約では、ＰＣＢに関し、平成３７年までの使用の全廃と平成４０年までの適

正な処分などが定められており、欧米諸国ではその処理が既に進められています。 

我が国においても、平成１３年６月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理の推 

進に関する特別措置法（以下「ＰＣＢ特措法」という。）」が公布され、同年７月か 

ら施行されました。 

  この法律により、ＰＣＢ廃棄物の保管事業者（以下「保管事業者」という。）は、 

毎年度保管状況等の届出をするとともに、平成２８年７月までに確実かつ適正に処分 

することが義務付けられました。 

国では、全国的なＰＣＢ廃棄物処理の方向を明らかにするため、環境事業団（現

「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」、以下「ＪＥＳＣＯ」という。）に拠点的な処

理施設を整備させ、その処理事業に当たらせることとしました。 

２  ＰＣＢ廃棄物処理に関する経緯 

  国は、ＰＣＢ特措法第６条に基づき、全国的なＰＣＢ廃棄物の施設整備の方向を明 

らかにする「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画（以下「ＰＣＢ処理基本計画」

という。）」を平成１５年４月に策定し、ＰＣＢ廃棄物の広域処理事業を打ち出しま

した。 

  本県を含む東北・北関東・甲信越及び北陸１５県のＰＣＢ廃棄物の処理については、 

処理施設の目処が立たない状況であり、平成１５年１１月に国及び各県から既に処理 

施設の立地が確定していた北海道及び室蘭市に対し、青森県、岩手県、宮城県、秋田 

県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、  

山梨県、長野県（以下「１５県」という。）を加えた地域を対象とする事業地域拡大 
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の要請を行いました。 

  北海道及び室蘭市では、室蘭市において二十数回にわたり説明会を開催するなどし

て検討を行い、処理事業が拡大した場合でも安全性は確保されるとの判断から、安全

を確保するための受入条件の承諾を前提に、平成１６年３月、国からの要望や本県を

含む各県の要望が受諾されました。これを受け国は、平成１６年５月にＰＣＢ処理基

本計画を変更し、北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業（以下「北海道事業」という。）の対

象地域を北海道及び１５県としました。 

    また、平成１６年７月には、北海道、室蘭市及び１５県からなる北海道事業に係る 

広域協議会（以下「広域協議会」という。）が設置され、ＰＣＢ廃棄物処理事業の安 

全対策に関する事項やＰＣＢ廃棄物の収集運搬に関する事項など、北海道事業の安全 

の確保及び運搬に係る調整を行うこととしました。 

このような中、北海道事業では、ＰＣＢを使用した高圧変圧器及び高圧コンデンサ

ー、廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油（以下「高圧変圧器・コンデンサー等」とい

う。）を処理する施設が平成２０年５月に、安定器等・汚染物を処理する施設が平成

２５年９月に操業を開始しています。 

しかしながら、世界でも類を見ない大規模な化学処理方式によるＰＣＢ廃棄物の処

理は、処理対象物の多様性・複雑性や作業者に係る安全対策等、処理開始後に明らか

となった課題への対応等により、当初予定していた平成２８年３月までの処理事業の

完了が困難な状況となとなりました。 

一方、ＰＣＢ特措法施行後の平成１４年、ＰＣＢを使用していないとされる変圧器

やコンデンサーから、微量のＰＣＢが検出されるものがあることが判明したため、国

では、焼却実証試験を行い、その試験結果を踏まえ、平成２１年に廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）において無害化処理認定制度の

対象に微量のＰＣＢに汚染された廃棄物を追加し、その後、当該制度を活用した処理

が平成２２年から始まりました。 

状況が変化する中、国では、ＰＣＢ特措法の処理期限を平成３９年３月３１日まで

延長するとともに、ＰＣＢ処理基本計画策定後１０年が経過したことを契機に、今後

のＰＣＢ廃棄物の適正処理推進対策について検討を行い、ＰＯＰｓ条約で定める処理

期限を守り、一日も早く日本全体のＰＣＢ廃棄物を処理するために、全国５か所ある

ＪＥＳＣＯのＰＣＢ処理事業所の能力を最大限活用し、従来の事業対象地域を越えて

処理を行うこと、事業の処理完了期限を延長することなどについて、処理施設立地自

治体の受諾を得て、平成２６年６月にＰＣＢ廃棄物処理計画を変更しました。 

北海道事業においては、新たに埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県（以下「１都

３県」という。）に保管されている安定器等・汚染物の処理を行うことなどについて、

北海道及び室蘭市に要請がなされ、北海道及び室蘭市では、住民説明会を開催するな

どして要請内容の検討を行った結果、安全操業などに係る受入条件を前提として、平

成２６年４月、国からの要請を受諾しました。 

しかし、このような状況下で、高濃度ＰＣＢ廃棄物をＪＥＳＣＯに処分委託してい

ない事業者や使用中の高濃度ＰＣＢ使用製品が多数存在する等、処理期限内での処分

完了が容易でない状況にあることから、国は平成２８年５月にＰＣＢ特措法の改正、

同年７月にＰＣＢ処理基本計画の改訂を行い、高濃度ＰＣＢ廃棄物の早期かつ安全な

処理を完了するために必要な追加措置を講じました。 
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第２節 計画の目的・意義及び基本的方向 

１ 計画の目的 

  秋田県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画（以下「本計画」という。）は、ＰＣＢ

特措法第７条の規定に基づき、国が策定するＰＣＢ処理基本計画に即し、秋田県内の

ＰＣＢ廃棄物の処理を総合的かつ計画的に実施する具体的な方策を明らかにし、確実

かつ適正なＰＣＢ廃棄物の処理の推進を図ることを目的とします。 

２ 計画の期間 

    本計画の期間は、平成１９年度からＰＣＢ特措法で定めるＰＣＢ廃棄物の処理期限

である平成３８年度までとします。 

３ 計画の性格及び意義 

    ＰＣＢ廃棄物をＰＣＢ特措法で定める期限内に確実に処理していくためには、国、

県、市町村を始め保管事業者、収集運搬事業者、処理事業者など多くの関係事業者が、

ＰＣＢ廃棄物の処理の必要性や方策について十分に理解し、機能的かつ効率的にそれ

ぞれの役割を果たしていく必要があります。 

  本計画は、ＰＣＢ特措法の趣旨に従い、秋田県におけるＰＣＢ廃棄物処理に関する

推進方策の基本指針としての性格を有し、県民を始めＰＣＢ廃棄物処理事業に関係す

る機関や事業者などが、本計画の遂行に協力していくことが求められます。 

  本計画において、具体的な取組の考え方や方針を明らかにしていくことは、北海道

事業の広域処理施設（以下「広域処理施設」という。）周辺の生活環境の保全と住民

の理解を一層深め、今後の処理事業の推進に役立つものと期待されます。 

４ 計画の基本的方向 

    本計画は、ＰＣＢ処理基本計画を踏まえ、次の事項を基本原則とします。 

(1) ＰＣＢ廃棄物のうち、高圧変圧器・コンデンサー等については平成３３年度末ま

でに、安定器等・汚染物については平成３４年度末までに、北海道事業において処

理を終えます。ただし、ＰＣＢ特措法第１０条第３項及び同法第１８条第２項に定

める要件を満たす場合は、処分期間の末日から起算して一年を経過した日（以下

「特例処分期限日」という）までに処理を終えます。 

(2)  ＰＣＢ廃棄物のうち、電気機器又はＯＦケーブル（ＰＣＢを絶縁材料として使用

した電気機器又はＯＦケーブルを除く。）に使用された絶縁油であって、微量のＰ

ＣＢによって汚染されたもの又は当該絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、若し

くは封入されたものが廃棄物となったもの（以下「微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等」

という。）については、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物の処理施設及び

無害化処理認定施設（以下「無害化処理認定施設等」という。）を活用して、平成

３８年度末までに処理を終えます。 

(3) ＰＣＢ廃棄物であって、ＰＣＢによる汚染の程度が一定値以下のもの（以下「低

濃度ＰＣＢ含有廃棄物」という。）については、無害化処理認定施設等を活用して、

平成３８年度末までに処理を終えます。 

(4) 広域処理施設における計画的な処分や安全で効率的な収集運搬を確保するために、 
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  広域処理に適した収集運搬の体制整備を図ります。 

(5) 広域処理施設の運転に伴う環境監視や情報の提供について、北海道、１５県及び

１都３県（以下「関係都県」という。）が連携した取組を行います。 
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第２章 ＰＣＢ廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み

第１節 ＰＣＢ廃棄物の現状 

１ ＰＣＢの構造、性質、用途 

    ＰＣＢは、ビフェニル骨格（Ｃ１２Ｈ１０）の水素が塩素で置換されたものの総称で

あり、２０９種類の異性体を有します。このうち、コプラナーＰＣＢは、ダイオキシ

ン類対策特別措置法で規定するダイオキシン類に位置付けられる物質です。 

  また、ＰＣＢは、残留性有機汚染物質の一つであり、脂肪に溶け易いという性質か 

ら、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、皮膚毒性、肝毒性、神経毒性などの様 

々な症状を引き起こすことが報告されています。中でも、コプラナーＰＣＢは強い毒 

性を有することで知られています。 

  ＰＣＢは、化学的に安定、熱的に分解しにくい、酸化されにくい、電気絶縁性が高 

い、沸点が高いなどの様々な性質を有していることから、主として変圧器やコンデン

サー等の絶縁油、集中暖房などの熱媒体やノーカーボン紙などの感圧複写紙など広い

用途で使われていました。 

２ ＰＣＢ廃棄物及びＰＣＢ使用製品の法規制と保管量の実態 

    ＰＣＢ特措法第２条第１項により、規制の対象となるＰＣＢ廃棄物の定義は、「ポ

リ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布

され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったもの。」とされて

おり、ＰＣＢ特措法第２条第３項により、規制の対象となるＰＣＢ使用製品の定義は、

「ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェ

ニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品をいう。」とされてい

ます。また、保管事業者は、毎年度のＰＣＢ廃棄物の保管状況等及びＰＣＢ使用製品

の廃棄の見込み等（以下「保管状況等」という。）を都道府県知事又は政令市への届

出が義務付けられており、これに違反した者は６月以下の懲役又は５０万円以下の罰

金が科せられることとなっています。 

  本県においては、各保健所並びに秋田市へ保管状況等の届出がなされており、平成

２７年３月３１日現在の高濃度ＰＣＢ廃棄物保管状況（使用中を含む）は表－１、低

濃度ＰＣＢ廃棄物の保管状況等は表－２のとおりです。  
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表－１ 県内の高濃度ＰＣＢ廃棄物保管等届出状況（平成２７年３月３１日

現在） 

廃棄物の種類 単位 保管量※１ 
使用量※２ 

（発生量） 

処分見込み量 

（保管量＋発生量） 

高圧変圧器 
事業所数 ４ １１２ １１６

台 数 ５ １７４ １７９

高圧コンデンサー 
事業所数 ８４ ６４ １４８

台 数 １５５ ２９４ ４４９

低圧変圧器 
事業所数 １ ０ １

台 数 １ ０ １

低圧コンデンサー 
事業所数 １１ １ １２

台 数 １３６ １ １３７

柱上変圧器 
事業所数 ０ ２ ２

台 数 ０ ５ ５

安定器 
事業所数 ６１ ０ ６１

個 数 ８６０３ ０ ８６０３

ＰＣＢ 
事業所数 ０ ０ ０

  重量（kg） ０ ０ ０

ＰＣＢを含む油 
事業所数 １ ０ １

  重量（kg） １７５９ ０ １７５９

感圧複写紙 

（ノーカーボン紙） 

事業所数 ０ ０ ０

  重量（kg） ０ ０ ０

ウエス 
事業所数 ３ ０ ３

  重量（kg） ０．６７６ ０ ０．６７６

その他機器 
事業所数 １ ７ ８

台 数 １ ８ ９

汚泥 
事業所数 ０ ０ ０

  重量（kg） ０ ０ ０

その他 
事業所数 ０ ０ ０

 重量（L） ０ ０ ０

※１ 保管量は、ＰＣＢ特措法に基づく保管量の報告による。 

※２ 使用量（発生量）は、ＰＣＢ特措法による保管届出の際の使用報告及び電気事業

法によるＰＣＢ使用工作物の報告による。 
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表－２ 県内の低濃度ＰＣＢ廃棄物保管等届出状況（平成２７年３月３１日

現在） 

廃棄物の種類 単位 保管量※１ 
使用量※２ 

（発生量） 

処分見込み量 

（保管量＋発生量） 

高圧変圧器 
事業所数 ２６ ５ ３１

台 数 ３７ ８ ４５

高圧コンデンサー 
事業所数 ６ ０ ６

台 数 １２ ０ １２

低圧変圧器 
事業所数 ０ ０ ０

台 数 ０ ０ ０

低圧コンデンサー 
事業所数 １ １ ２

台 数 ２ ２ ４

柱上変圧器 
事業所数 ６ ０

台 数 １２ ０ １２

安定器 
事業所数 １ １ ２

個 数 １５７ ２０ １７７

ＰＣＢ 
事業所数 １ ０ １

  重量（kg） ２１３ ０ ２１３

ＰＣＢを含む油 
事業所数 ９ ０ ９

  重量（kg） ２５９１ ０ ２５９１

感圧複写紙 

（ノーカーボン紙） 

事業所数 ０ ０ ０

  重量（kg） ０ ０ ０

ウエス 
事業所数 １２ ０ １２

  重量（kg） ６３５ ０ ６３５

その他機器 
事業所数 １８０ ５５ ２３５

台 数 ７１５ １１４ ８２９

汚泥 
事業所数 ０ ０ ０

  重量（kg） ０ ０ ０

その他 
事業所数 １ ０ １

 重量（L） ４０００ ０ ４０００

※１ 保管量は、ＰＣＢ特措法に基づく保管量の報告による。 

※２ 使用量（発生量）は、ＰＣＢ特措法による保管届出の際の使用報告及び電気事業

法によるＰＣＢ使用工作物の報告による。 
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第２節 発生量及び処分の見込み量

１  ＰＣＢ廃棄物の発生量 

    ＰＣＢは、昭和４９年には「化学物質の審査及び製造の規制に関する法律」により、

その製造、輸入及び新たな使用が禁止されています。しかしながら、昭和４９年以前

から使用されているものについての法的規制はなく、現時点でも変圧器や安定器など

使用されているものも存在します。これらは、いずれ使用終了後に廃棄物となること

から、発生量として見込む必要があります。 

  使用中のＰＣＢの大部分は電気機器に含まれ、電気事業法によりＰＣＢ使用電気工

作物の報告が義務付けられていることから、電気事業法の所轄官庁である関東東北産

業保安監督部を通じて、その使用状況を把握しています。電気事業法による報告がな

い事業所でＰＣＢ特措法による保管届出の際に使用報告があった場合は、その事業所

を加え合計としています。秋田県内の平成２７年３月３１日現在の使用状況は、表－

１及び表－２のとおりです。 

２ 発生量の推計方法 

 使用中のＰＣＢを含む電気機器類等の廃棄物への転換量を推計することは、耐用年

数が一定ではなく容易ではないことから、使用中の電気機器類等は、すべてＰＣＢ特

措法で定める処理期限である平成３８年度末までに計画的に使用を中止し、廃棄物と

なることを見込んで算出します。 

３ 処分見込み量の算定  

    処分見込み量は、【保管量＋発生量】で算定されます。秋田県内の処分見込み量は、 

表－１及び表－２のとおりです。 
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第３章 ＰＣＢ廃棄物処理体制の確保

第１節 全国における処理体制の現状 

１  ＰＣＢ廃棄物処理拠点施設の整備状況

    国は、ＪＥＳＣＯを活用して地元の地方公共団体と調整を行い、拠点的な広域処理

施設の整備を進めてきました。平成１３年１１月、西日本１７県分を処理する北九州

事業が我が国で最初に認可され、その後、平成１４年１０月に豊田事業、平成１４年

１１月に東京事業、平成１５年２月に大阪事業及び北海道事業が認可されました。ま

た、平成１６年６月に事業対象区域を拡大して北海道事業の実施について認可され、

これにより、北九州市、大阪市、東京都、愛知県豊田市、北海道室蘭市の拠点的広域

処理施設において処理する体制が整備されました。 

  その後、国では、日本全体のＰＣＢ廃棄物を計画的かつ早期に処理するため、これ

まで整備したＪＥＳＣＯの拠点的広域処理施設の能力を最大限活用する処理体制を構

築することとし、表－３のとおり、拠点的広域処理施設における処理対象物及び事業

の時期等を定め、処理の促進を図ることとしています。 

  高圧変圧器・コンデンサー等については、各事業所において設備の改造に加え、処

理が困難な一部の処理対象物は、従来の事業対象地域を越えて各事業所の処理能力を

相互に活用して処理を行い、また、安定器等・汚染物については、北九州及び北海道

のＰＣＢ処理事業所のプラズマ溶融処理設備を活用し、全国の安定器等・汚染物（大

阪、豊田、東京のＰＣＢ処理事業所において処理可能なものを除く。）の処理を行う

こととしています。 

  なお、保管事業者及びＰＣＢ使用製品を所有する事業者（以下「所有事業者」とい

う。）がＪＥＳＣＯに対し処分委託を行う期限として、計画的処理完了期限を設け、

また、事業終了のための準備を行う期間等を勘案し、事業終了準備期間を設けていま

す。 

  また、微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等及び低濃度ＰＣＢ含有廃棄物（以下、これらを

「低濃度ＰＣＢ廃棄物」と総称する。）については、無害化処理認定施設等で処理す

ることとしています。 
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表－３ 全国におけるＰＣＢ廃棄物拠点的広域処理施設の整備状況 

事業名 

（実施

場所） 

処理対象 事業対象地域 事業対象地域以

外に保管されて

いる処理対象物 

施設能力 事業の時期 

計画的処理完了 

期限 

事業終了準備 

期間 

（福岡

県北九

州市若

松区響

町１丁

目） 

高圧変圧

器・コン

デンサー

等 

Ａ地域 Ｃ地域の車載変

圧器の一部、Ｄ

地域のコンデン

サーの一部 

1.5トン／日

（ポリ塩化

ビフェニル

分解量） 

平成31年3月31

日 

平成31年4月1

日から 

平成34年3月31

日まで 

安定器等

・汚染物 

Ａ地域、Ｂ地域

及びＣ地域（大

阪及び豊田ＰＣ

Ｂ処理事業所に

おける処理対象

物を除く。） 

 10.4 ト ン ／

日（安定器

等・汚染物

量） 

平成34年3月31

日 

平成34年4月1

日から 

平成36年3月31

日まで 

大阪 

（大阪

府大阪

市此花

区北港

白津２

丁目） 

高圧変圧

器・コン

デンサー

等 

Ｂ地域 Ｃ地域の車載変

圧器の一部及び

特殊コンデンサ

ーの一部、Ｅ地

域の特殊コンデ

ンサーの一部 

2.0トン／日

（ポリ塩化

ビフェニル

分解量） 

平成34年3月31

日 

平成34年4月1

日から 

平成37年3月31

日まで 

安定器等

・汚染物 

Ｂ地域（小型電

気機器の一部に

限る。） 

 平成34年3月31

日 

平成34年4月1

日から 

平成37年3月31

日まで 

豊田 

（愛知

県豊田

市細谷

町３丁

目） 

高圧変圧

器・コン

デンサー

等 

Ｃ地域 Ｂ地域のポリプ

ロピレン等を使

用したコンデン

サーの一部 

1.6トン／日

（ポリ塩化

ビフェニル

分解量） 

平成35年3月31

日 

平成35年4月1

日から 

平成38年3月31

日まで 

安定器等

・汚染物 

Ｃ地域（小型電

気機器の一部に

限る。） 

 平成35年3月31

日 

平成35年4月1

日から 

平成38年3月31

日まで 

東京 

（東京

都江東

区青梅

３丁目

先） 

高圧変圧

器・コン

デンサー

等 

Ｄ地域 Ｃ地域の車載変

圧器の一部、Ｅ

地域の大型変圧

器の一部 

2.0トン／日

（ポリ塩化

ビフェニル

分解量） 

平成35年3月31

日 

平成35年4月1

日から 

平成38年3月31

日まで 

安定器等

・汚染物 

Ｄ地域（小型電

気機器の一部に

限る。） 

北九州及び大阪

ＰＣＢ処理事業

所から発生する

廃粉末活性炭 

平成35年3月31

日 

平成35年4月1

日から 

平成38年3月31

日まで 

北海道 

（北海

道室蘭

市仲町

） 

高圧変圧

器・コン

デンサー

等 

Ｅ地域  1.8トン／日

（ポリ塩化

ビフェニル

分解量） 

平成35年3月31

日 

平成35年4月1

日から 

平成38年3月31

日まで 

安定器等

・汚染物 

Ｄ地域及びＥ地

域（東京ＰＣＢ

処理事業所にお

ける処理対象物

を除く。） 

 12.2 ト ン ／

日（安定器

等・汚染物

量） 

平成36年3月31

日 

平成36年4月1

日から 

平成38年3月31

日まで 

（注）事業対象地域については、以下のとおり。 

Ａ地域：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、 

長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

Ｂ地域：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

Ｃ地域：岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

Ｄ地域：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

Ｅ地域：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、 

富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 
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２ ＰＣＢ廃棄物の処理技術 

    ＰＣＢの処理技術及び分析技術に関する調査研究は、電気事業者や環境プラントメ

ーカーを中心に新技術の開発が進められてきています。これらの技術が適正に開発さ

れ、利用できるよう、旧環境庁、旧通産省及び旧厚生省が連携して、技術ヒアリング

や実証試験等に基づき、専門家による厳正な技術評価が行われてきました。 

  焼却を除く処理方法としては、ＰＣＢ汚染物からのＰＣＢの除去・分離技術やＰＣ 

Ｂの分解技術があります。そのうち、分解技術については、これまでＪＥＳＣＯの事

業で採用の対象としてきたものとして、脱塩素化分解法、水熱酸化分解法、還元熱化

学分解法、光分解法、プラズマ分解法の５つの処理方式があります。 

なお、国では、微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理が合理的に進むよう、使用中の

ＰＣＢ使用製品に対する課電自然循環洗浄法等の適用の枠組みの早期構築について検

討するとともに、絶縁油の筐体について、安全かつ合理的な処理方策についても検討

を進めています。 

３ ＰＣＢ廃棄物の収集運搬 

    ＰＣＢ廃棄物の適正処理を推進していくためには、処理施設の安全性に加え、ＰＣ

Ｂ廃棄物の収集運搬についての安全性確保が重要となります。 

  国においては、平成１４年３月に「ＰＣＢ廃棄物収集運搬の基本的な考え方」を公

表し、平成１４年度に各分野の専門家による「ＰＣＢ廃棄物収集運搬技術調査検討

会」を開催し、ＰＣＢ廃棄物の保管事業者や収集運搬業者などが留意すべき事項につ

いて検討しました。これらの結果を踏まえ、平成１６年３月に「ＰＣＢ廃棄物収集・

運搬ガイドライン」（平成２３年８月改訂）を策定するとともに、廃棄物処理法の政

省令の一部改正を行い、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬等に係る基準の強化を図っています。 

    北海道は、同ガイドラインを基本とし、北海道の地域特性を踏まえた安全かつ効率

的なＰＣＢ廃棄物の収集運搬を実施するための実務的な手引きとして「北海道ＰＣＢ

廃棄物収集運搬実務要領」を策定しています。 

また、国は、平成２１年１１月に、｢微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等収集・運搬ガイ

ドライン｣（平成２３年８月改訂）を策定し、平成２５年６月には、同ガイドライン

に低濃度ＰＣＢ含有廃棄物を対象として加えた「低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイ

ドライン」を策定しています。 

第２節 処理体制確保のための方策 

１ 適正保管のための方策 

  ＰＣＢは、長期にわたって保管が続けられてきたことや様々な製品に使われてきた

ことなどから、保管実態を把握することは容易ではありません。しかしながら、ＰＣ

Ｂ特措法により、保管の届出が義務化されたことから、これらの実態が明らかになっ

てきており、今後も潜在する未届け事業者などの発見や立入調査、さらには、不明・

紛失に関する追跡調査などを徹底していく必要があります。また、保管状況が悪く、

生活環境への漏出の可能性がある場合には、廃棄物処理法による改善命令などの措置

を講ずることが必要になります。さらに、保管事業者の破産、死去、相続等に起因し

て、高濃度ＰＣＢ廃棄物を処分期間内に処分することが困難となった事案については、
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法第１３条の規定により行政代執行を行うことができるとされています。 

 このため、適正な収集運搬を円滑に行うための立入調査を強化するとともに、地域

ごとの説明会を開催するなど、保管している機器のＰＣＢ含有量などの実態の把握や

適正管理が図れるよう保管事業者等を指導します。 

２ 適正な収集運搬のための方策 

秋田県は、積雪寒冷地域でもあり、冬期間における路面凍結による輸送リスクもあ

ることから、ＰＣＢ廃棄物の運搬においても、危険をできるだけ回避する方策を検討

する必要があります。 

そのため、安全で安心できる収集運搬の手段、ルートなどについては、廃棄物処理

法に定める特別管理産業廃棄物の収集運搬等の基準及び国が策定した「ＰＣＢ廃棄物

収集・運搬ガイドライン」を基本とし、「北海道ＰＣＢ廃棄物収集運搬実務要領」等

を踏まえ、運搬手段や運搬経路、収集運搬業者等に対する指導方針、緊急時の連絡体

制等について、北海道及び関係都県と協議・調整を行い、必要な情報の共有を図ると

ともに、連携して収集運搬の状況の監視、指導や緊急時の対応を行い、適正な収集運

搬を確保することとします。また、無害化処理認定施設等への低濃度ＰＣＢ廃棄物の

搬入にあたっては、関係者に対して、国が策定した「低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運搬

ガイドライン」に基づき、適正な収集運搬を行うよう指導することとします。 

３ 効率的な処理体制の確保のための方策 

    北海道事業では、北海道及び関係都県で保管及び使用されているＰＣＢ廃棄物を効

率的に収集運搬、処理することが必要です。確実に期間内に処理するためには、次の

とおり、ＰＣＢ廃棄物を輸送、処理するための準備と処理の実施について、保管事業

者及び使用事業者の十分な理解のもとに計画的かつ効率的に進めていく必要がありま

す。 

(1) ＪＥＳＣＯにおける計画的処理完了期限を見据えて、処理量の平準化と地域性 

を考慮し、広域協議会での協議調整を経て、処理実施計画を策定して計画的に処理

を行う。 

(2) 処理実施計画を策定したときは、速やかに公表するとともに、処理予定の保管事

業者や所有事業者に対して、処理の必要性をはじめ、収集運搬や処理の方法に関す

る説明会を開催するなど、処理に向けての十分な事前の周知を図る。 

(3) 処理実施計画に基づいて処理することを基本とするが、保管状況等によって早期

の処理が必要な場合は、処理実施計画にかかわらず収集運搬、処理ができることと

する。 

また、低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理の実施については、保管事業者や所有事業者に対

し、立入検査、説明会などを通じて無害化処理認定施設等による処理体制の情報につ

いて十分周知を行い、期限内の処理完了に向けて、保管事業者や所有事業者における

効率的な処理を促します。 
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第３節 広域的な処理体制と処理施設の整備 

 本県のＰＣＢ廃棄物については、ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所の拠点的広域処

理施設及び無害化処理認定施設等において処理を行い、安全かつ適正な広域処理を推進

します。 

 また、ＪＥＳＣＯ、北海道及び関係都県と連携して、効率的かつ計画的な収集運搬及

び処理を進めるとともに、ＰＣＢ廃棄物の早期処理について、国やＪＥＳＣＯに要請し

ていきます。 
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第４章 ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進方策

第１節 確実・適正な処理体制の確保と推進 

１ 関係機関の責務と役割 

   ＰＣＢ廃棄物の処理については、県、市町村、保管事業者、所有事業者等多くの関

係者が、以下のような責務と役割を認識し、連携・協力して効率的かつ計画的な推進

に努めます。 

 (1) ＪＥＳＣＯの責務と役割 

①  安全性を確保した処理施設の整備及び健全な維持管理の確保 

②  ＰＣＢ処理情報センターの運営・管理など積極的な情報公開 

③ 北海道事業に係る環境モニタリングの実施とその情報提供 

④ 安全性に関する住民に対する説明 

⑤ 広域協議会の運営への協力 

(2)  低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理業者の責務と役割 

① 安全性を確保した処理施設の整備・維持管理と処理事業の実施 

② 処理状況やモニタリング情報など周辺住民等に対する積極的な情報公開 

③ ＰＣＢ廃棄物処理に係る県の施策への協力 

(3) 県の責務と役割 

① 本計画の進行管理 

② ＰＣＢ特措法に基づく保管及び処分実態の把握と公表並びに保管事業者等への

指導 

③ 未処理ＰＣＢ廃棄物等の把握 

④ 国の「ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン」、「低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・

運搬ガイドライン」、「北海道ＰＣＢ廃棄物収集運搬実務要領」及びＪＥＳＣＯ

が策定する受入計画を踏まえた指導監督 

⑤ 広域協議会への参画 

⑥ 安全かつ効率的な収集運搬の確保に向けた関係者の調整、指導 

⑦ 北海道事業に係る情報の提供 

⑧ ＰＣＢ廃棄物処理基金の造成への協力及びＰＣＢ処理に関する普及啓発 

(4) 市町村の責務と役割 

① ＰＣＢ特措法に基づく保管及び処分実態の把握（ＰＣＢ特措法第１９条第１項

の政令で定める市のみ） 

②  住民及び保管事業者へのＰＣＢ関係情報の提供 

(5) 保管事業者・所有事業者の責務と役割 

① ＰＣＢ廃棄物の適正な保管及び期限内処分の実施 

  ② ＰＣＢ使用製品の確実な廃棄又はＰＣＢ使用製品からのＰＣＢの除去 

   ③ ＰＣＢ特措法に基づく保管状況等に関する届出 

    ④ 計画的な収集運搬及び処理に関する施策への協力 

(6) 収集運搬業者の責務と役割 

① 廃棄物処理法施行令に定められた特別管理産業廃棄物収集運搬基準等の関係法 

   令の遵守 
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② 国の「ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン」及び「低濃度ＰＣＢ廃棄物収集

・運搬ガイドライン」並びに「北海道ＰＣＢ廃棄物収集運搬実務要領」に基づく

安全かつ確実な収集運搬の実施 

③ 計画的な収集運搬及び処理に関する施策への協力 

２ ＰＣＢ廃棄物の計画的な処理の推進 

  ＪＥＳＣＯ北海道事業において、重視しなければならない収集運搬（積み卸しを含

む。）及び処理施設における安全性の確保については、広域協議会等を通じて北海道、

室蘭市及びＪＥＳＣＯと連携を密にしながら、その基本的な考え方や実施方法、収集 

運搬、処理期間中の管理方法及び緊急時の対応等について検討・実施していきます。 

  また、当該事業の実施に当たっては、ＪＥＳＣＯとの一体的な処理体制を構築する

とともに、搬入量の調整等については、北海道、室蘭市及び関係県と十分に協議・調

整を行い、計画的な対応を図ります。 

    低濃度ＰＣＢ廃棄物については、処理期限までに処理が行われるよう、保管事業者

や所有事業者への立入検査等を通じて、早期処理の促進を図ることとします。 

３ 未処理ＰＣＢ廃棄物の把握及びＰＣＢ使用製品等の処理 

  県は、ＰＣＢ特措法に基づく届出がなされていないＰＣＢ廃棄物を把握するための

掘り起こし調査を平成３０年度の完了を目標として行うとともに、関係団体等に対し

て、ＰＣＢ廃棄物に関する情報提供等の協力要請を行うなど、県内に潜在する未届出

のＰＣＢ廃棄物の把握に努めます。 

また、ＰＣＢを使用する電気工作物については、将来ＰＣＢ廃棄物として処理が必

要となることを踏まえ、電気事業法に基づく報告情報を所有する関東東北産業保安監

督部等と連携し、処理期限までの使用中止及び処理が行われるよう周知徹底を図りま

す。 

  なお、把握したＰＣＢ廃棄物やＰＣＢ使用製品等の保管状況等については、国、Ｊ

ＥＳＣＯ、電気工事事業者団体等と連携して、未処理事業者の一覧表に集約し、当該

一覧表に掲載された事業者に対し、立入検査等を通じて、期限内に確実に処理が行わ

れるよう、必要な指導等を行います。 

４ ＰＣＢ処理施設立地自治体への協力 

  ＪＥＳＣＯ北海道事業において、室蘭市は重要な役割を果たしています。このため、

県は、室蘭市のＰＣＢ廃棄物処理への貢献を認識し、ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進

に向け、可能な限り協力等を行います。 

５ 中小企業者等のＰＣＢ廃棄物処理促進に関する支援 

  中小企業者等が保管するＰＣＢ廃棄物の処理に要する費用の一部に充てるため、平 

成１３年度に、国、都道府県からの補助金と産業界等民間からの出えん金で造成され

るＰＣＢ廃棄物処理基金が、独立行政法人環境再生保全機構に設置されています。 

  県も、毎年度この基金に拠出して、引き続き保管事業者の処理を支援していきます。 
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第２節 適正処理推進のための監視、指導等 

 ＰＣＢ廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当することから、保管事業場における安全性

を確保するため、廃棄物処理法に定める保管基準を遵守するよう指導するほか、適宜、

立入検査を実施し、状況に応じた指導を実施します。 

また、不法投棄の未然防止のため保管事業者等への周知徹底や不法投棄の監視活動に

努めるとともに、不法投棄等の不適正処理事案が発生した場合には、廃棄物処理法、Ｐ

ＣＢ特措法等に基づき厳正に対処します。 

第３節 その他 

本計画をより実効性のあるものとするため、毎年、計画の進捗状況について点検する

こととし、国の処理基本計画の見直し、ＰＣＢ廃棄物の処理体制の整備状況等を勘案し

て、各種施策の見直しや新たな施策の検討を行い、必要に応じて適宜見直しを行うこと

とします。 


